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平成２９年度(第４７回) 

中部インタークラブゴルフ競技 競技規定 
 

 

中部ゴルフ連盟 
 

 

 予 選 

 

 

愛 知 地 区   

競 技 日 程  ９月２２日(金) 

会    場  春日井カントリークラブ(東・西コース) 

 〒480-0302 愛知県春日井市西尾町イモジ洞１０７１ 

                       ℡ 0568-88-0555 

岐 阜 地 区 

競 技 日 程 

  

９月２９日(金) 

会    場  レイクグリーンゴルフ倶楽部(レイク・みさのコース) 

 〒505-0112 岐阜県可児郡御嵩町美佐野字押山２６５２－１ 

                       ℡ 0574-67-5555 

三 重 地 区 

競 技 日 程 

  

９月２９日(金) 

会    場  鈴鹿カンツリークラブ（西・中コース） 

 〒514-2201 三重県津市芸濃町楠原２４１７－１ 

                       ℡ 059-265-3311 

北 陸 地 区 

競 技 日 程 

  

９月２９日(金) 

会    場  芦原ゴルフクラブ(海・湖コース) 

 〒910-4271 福井県あわら市浜坂       ℡ 0776-79-1111 

競 技 規 則  日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。 

競技委員会の

裁定 

 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄につい

て、この委員会の裁定は最終である。 

競 技 方 法  (１)１８ホール・ストロークプレー 

(２)本戦進出倶楽部数は、２２倶楽部を基準とし各地区の参加者倶楽

部数の比率により後日決定する。 

(３)予選競技については、競技委員会は各地区の特性・実情に沿った方

法で、実施することを理事会に提案できる。 

注）悪天候のため競技中止となった場合は、各ティーム中、最低２名

ホールアウトしたのをもって、本競技が成立したものとする。 

タイの決定  本競技は１ティーム選手６名とし、５名の合計打数により順位を決定

する。合計打数が等しいティームが、２つ以上あって順位が決定しない

場合は、それらのティームの参加者全員の合計打数で順位を決定し、な

お同打数の場合は順次各位のスコアの良いほうより順位を決定する。 

使用クラブの

規格 

 適合ドライバーヘッドリスト(規則付Ⅰ(Ｂ)１ａ)を適用する。(ゴルフ

規則１７６ページ参照) 

使用球の規格  公認球リストの条件(規則付Ⅰ(Ｂ)１ｂ)を適用する。(ゴルフ規則１７

７ページ参照) 

キャディー  愛知・岐阜(レイク＝５０代の部)・三重・北陸(海＝５０代の部)は、正

規のラウンド中、プレーヤーが委員会によって指定された者以外をキ



 

２ 

ャディーとして使用することを禁止する。この条件の違反の罰や処置

は『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｂ)２』を適用する。(ゴルフ規則１７９ページ参

照) ※なお、プレー形式は共有のキャディーとなります。 

岐阜(みさの＝一般の部)・北陸(湖＝一般の部)は、正規のラウンド中、

キャディーの使用を禁止する。本条件違反の罰や処置は『ゴルフ規則付

Ⅰ(Ｂ)２』を適用する。(ゴルフ規則１７９ページ参照) 

ゴルフシュー

ズ 

 正規のラウンド中、プレーヤーが金属製・セラミック製、または委員会

がそれと同等と認めた鋲を有するゴルフシューズを使用することを禁

止する。この条件の違反の罰は競技失格とする。(注意事項２参照) 

アドバイス  ゴルフ規則８注に従って、各ティームとも(規則８－１によりプレーヤ

ーがアドバイスを求めることのできる人のほかに)そのティームのメ

ンバーにアドバイス(グリーン上に乗ってはならない)を与えることの

できる人(プレーヤーサイド)を２名まで指名することができる。ただ

し、アドバイスの与えることのできる人の氏名(アマチュアに限る)は

事前に委員会に届け出ておかなければならない。 

※ 愛知地区は、８月２９日(火)午後５時、岐阜・三重・北陸地区は９

月１日(金)午後５時までにＣＧＡホームページから登録すること。 

アドバイザー

変更 

 アドバイザー変更は、競技前日の午後１時まで受け付ける。組み合わせ

表送信時に添付したアドバイザー変更届に変更前の氏名と変更後の氏

名・ふりがな・生年月日を記入し、ＦＡＸにて中部ゴルフ連盟まで送信

すること。 

競技終了時点  本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したも

のとみなす。 

参 加 資 格  １倶楽部６名 

①  ５０代の部 ３名 昭和４２年(1967 年)１２月３１日以前に誕

生した者 

② 一般の部  ３名 年齢制限なし 

予選免除倶楽部は、前年度優勝倶楽部・本戦会場倶楽部とする。 

選手の資格  (１)競技委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断

したプレーヤーの参加資格を取り消すことができる。なお、競技委

員会は、プレーヤーが次のいずれか―にでも該当する場合（ただ

し、これらに限られない）、当該プレーヤーを出場に相応しくない

プレーヤーと判断するものとする。 

  ①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過し

ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動

等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者

に該当することが判明したとき。 

  ②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を

超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動し、又は暴力

を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手

方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これ

らに準ずる行為を行ったことのある者であることが判明したと

き。 

(２)競技に参加する加盟倶楽部に６カ月以上所属する正会員であっ

て、前年度他の倶楽部の選手権保持者(クラブチャンピオン)でな

い者に限る。ただし、参加しない倶楽部の選手権保持者(クラブチ

ャンピオン)はこの限りではない。 

(３)ジュニアおよび大学生は参加できない。ただし、大学院生は参加で

きる。 

(４)予選・本戦を通じて１選手が２倶楽部以上の選手として出場する
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ことはできない。 

参加申込期間  ６月１日(木)午前１０時～８月２２日(火)午後５時。ＣＧＡホームペ

ージで受付 

選 手 登 録  参加倶楽部は、参加申し込みをし選手出場順位を決定後、選手登録を愛

知地区は、８月２９日(火)午後５時、岐阜・三重・北陸地区は９月１日

(金)午後５時までにＣＧＡホームページから登録すること。 

選 手 変 更  選手変更は競技前日の午後１時まで受け付ける。組み合わせ表送信時

に添付した選手変更届に変更する選手のコース・スタート時間・氏名と

変更後の選手氏名・ふりがな・生年月日を記入し、中部ゴルフ連盟まで

ＦＡＸにて送信すること。ただし、登録選手と補欠選手の交替のみを認

め、登録選手同士の『出場順位』(コース・スタート時間)の変更は認め

ない。また、一度登録から外れた選手は、再登録できない。 

競技参加料  １２９,６００円(参加料および消費税)【予選・本戦を通じて】 

 振込先 「三菱東京ＵＦＪ銀行 名古屋駅前支店 

       普通預金 １７９１７０７ 中部ゴルフ連盟」 

注：締切日以後の参加取り消しの場合、参加料は返金しない。 

競技当日費用  連盟料金(会場倶楽部会員並扱い)とする。 

参 加 賞  予選参加倶楽部 選手登録者６名に記念品(ピンバッジ) 

選手６名分の他に記念品を希望の場合、参加申込締切日まで【８月２２

日(火)】に注文のこと。(有料別途申込必要) 

指定練習日  会場倶楽部の指定する２日間を指定練習日とする。指定練習日の日割

りを別紙のとおりとする。支障のある倶楽部は倶楽部間で協議の上、入

れ替えることは差し支えない。表に記載のないクラブで参加されるク

ラブは、中部ゴルフ連盟まで連絡をして下さい。各会場とも、１倶楽部

２日間まで連盟料金(会場倶楽部会員並扱い)とする。前もって会場に

申し込み予約すること。 

注 意 事 項  １：バッグは口径９.５インチ、重量１３キロを超えないこと。 

２：ゴルフシューズは前述以外でも、グリーンに著しく損傷を与えるシ

ューズは使用禁止とすることがある。 

３：選手に対する待遇は予選・本戦を通じ、帽子・スポーツシャツおよ

びボール１ダースを限度とする。 

４：選手および応援の各倶楽部関係者の飲食費は、すべて個人負担とす

る。 

個人情報・肖像

権に関する同

意内容 

 本競技参加申し込みにより、当連盟が取得する個人情報及び肖像権は、

次の目的のみに利用することに予め同意承諾することを要する。 

(１) 本競技の参加資格審査。 

(２) 本競技の開催および運営に関する業務。 

   これには、競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に

対する参加者の氏名、生年月日、所属(所属倶楽部、所属団体、

学生の場合学校および学年)、ならびに競技の競技結果の公表。 

(３) 本競技における競技結果の記録の保存、並びに競技終了後にお

いて必要に応じ、そのうち(２)の記載の適宜による公表。 

(４) 本競技競技(競技会場における競技に伴う前後の行事等を含む)

に関して、広報(ＨＰ・会報ＣＧＡ)のための公表。 

服 装 規 定  (１) ハウスへの来場・退場時 

   ○必ず上着を着用すること。(スーツ・ブレザーなど)〔７・８月

は上着の着用は必須としませんが、必ず持参すること。〕 



 

４ 

   ○服装はジャンパー・ブルゾン・ジーンズ・カーゴタイプ・スゥ

ェット・ジャージ・スリッパ・サンダル履き・つっかけは禁止。 

(２) プレー時 

   ○安全上・健康上・必ず着帽(ひさし付)をすること。(クラブハ

ウス内では脱帽) 

   ○襟付きスポーツシャツまたはタートルネックシャツを着用の

こと。(Ｔシャツ等に類似した襟の無いもの・小さいものは不

可)。男性の裾出しは禁止。 

   ○短パン時のハイソックス着用は会場クラブの規定に従うこ

と。 

   ○タオルを首に巻く・肩に掛ける・腰にさげるはしない。タオル

はカートに入れるか・バッグに掛けること。 

その他、会場クラブの規定に従うこと。 

服装規定に違反があった場合、初回は注意し、着替えてもらうことが望

ましい。改まらない場合、競技委員会は競技中を含めいつでもプレーヤ

ーの参加資格を取り消すことができる。 

  以  上 

 


